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観光レクリエーション条例上の確認

営利目的の例

決定経緯

決定内容 許可 不許可 営利 非営利 行為許可

　内容

※上記に該当すると思われる場合は「営利目的で施設を利用する」に〇を書き、内容欄
に具体的な概要を記載してください。審査後、許可書を郵送させていただきます。別
途、行為許可が必要な場合があります。

都市整備課

・　行商募金その他これらに類する行為をする場合

・　業として写真の撮影を行う場合

・　業として映画の撮影を行う場合

・　興行を行う場合

・　展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

・　上記の行為は行わなくとも、一般の参加者を募り、特定の企業の製品等の宣伝・
　　広告・勧誘の類を行うもの

・　その他、幸田町が営利を目的とした利用と認めたもの

レジャー施設利用に関する確認書

営利目的で施設を利用する

営利を目的としない

・　入場料・参加費を徴収するもので実費を大きく上回るもの

・　申し込み者自らが講師となって勉強会、講習会、教室等を開催し、授業料などを
　　徴収するもの

・　施設内で直接金銭の授受を伴う販売行為をする

どちらかに〇を

書いてください


